
（随時用／R6.2更新） 

裏面にて記載例あり 

保育料等口座振替のお手続きについて 

保育料等（※）のお支払方法は、原則口座振替となっております。お早目に口座振替申込みをお願い

いたします。口座振替は、原則として一度お申し込みいただければ、指定した金融機関やゆうちょ銀行

（郵便局）の口座から、納付期限の日に自動的に引き落とされる便利な制度です。  

※保育料等とは 

●民間保育園：通常保育料のみを指します。延長保育料、その他実費の納付方法は各園にご確認ください。 

●公立保育所、公立認定こども園：通常保育料、延長保育料、副食費（３歳以上児のみ）を指します。 

口座振替のお申込み方法 

１ 銀行窓口でのお申込み 

「千葉市口座振替依頼書」に必要事項を記入後、金融機関にご提出願います。（通知書番号欄については、裏

面をご確認ください。） 

※千葉市口座振替依頼書は金融機関には備え付けられておりませんので、ご注意ください。 
 

２ インターネットからのお申し込み 

 下記対象金融機関については、インターネットでの口座振替受付サービスも行っております。

詳しくはこちらの QR コードをスマートフォンで読み取るか、下記ホームページにアクセスし、申

請してください。 

https://koukin-koufuri.jp/chiba_city/GPFCIB01010Action_doInit.action?tax_fee=0080 
 
【対象金融機関】 

千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、常陽銀行、千葉信用金庫、ゆうちょ銀行 

 

また、令和６年３月下旬より対象金融機関が追加される予定です。 

詳細については、下記ホームページにて随時周知いたしますので、ご確認ください。 

https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/yojikyoiku/unei/web-kouza.html 

口座振替のできる金融機関  

○金融機関（令和６年２月現在） 

千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、みずほ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、常陽銀行、東京ス

ター銀行、埼玉りそな銀行、ゆうちょ銀行（郵便局）、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、千葉信用金庫、 

銚子信用金庫、佐原信用金庫、千葉みらい農業協同組合、中央労働金庫、横浜幸銀信用組合、ハナ信用組合 

口座振替のお申し込みにあたっての注意 

○口座振替のお申込み手続き後、振替開始までの目安 

◆振替開始まで１～２か月程度（お届け出順で処理を行います） 

口座振替開始の通知等は送付しておりません。口座振替が開始されるまでは毎月２０日前後に納付書をご自宅

へ郵送いたします。納付書が届かなくなりました月分の保育料から口座振替となりますので、残高不足にご注意く

ださい。 

（なお、保育料の決定が遅延した場合も納付書が届かないことがあります。その場合は保育料が決定された月もし

くは翌月分の保育料から口座振替となり、それ以前の月の遡及分保育料につきましては納付書でのご納付となり

ますので、予めご了承ください。） 

○その他、口座振替のお申し込み詳細につきましては『千葉市口座振替依頼書』の裏面をご確認ください。 
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